
 

奨学金の返還を開始したのは 

平成２２年４月以降である。 

いいえ 

いいえ 

奨学金返還免除制度フローチャート 

奨学金の返還を開始して 

３年以上が経過する。 

奨学金の返還を開始してから 

今日まで３年以上庄原市内に 

居住しており、今後も市内に 

居住する予定である。 

これまでの奨学金返還金と 

市税の納付について、滞納 

せずに完納している。 

庄原市外の居住であったが、 

返還途中で庄原市内に転入し、 

転入後３年が経過する。 

奨学金返還金と市税を一部 

滞納していたが、納付が完了 

した。 

はい 

はい 

はい はい 

いいえ いいえ 

いいえ いいえ 

はい 
はい 

返還免除に該当する

ため、申請書を提出

してください。 
 

返還免除に該当しません。 


